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自ら学び、心豊かでたくましい実践力をもった子どもの育成  
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ようこそ水城西小へ！ ～１年生の歓迎集会を行いました～ 

５月１日（木）に、新１年生の歓迎集会を実施しました。

入学して１カ月が経過し、少しずつ学校生活にも慣れてきた

１年生。全校からの歓迎を受けたことで、嬉しそうな表情の１

年生が多数見られました。 

入場する時は６年生が手をつないで一緒に歩き、５年生

が持ってくれた花のアーチを通り、音楽に合わせた全校の拍

手で歓迎しました。全体での歓迎の言葉の後、１年生からは

お礼の発表がありました。声を合わせて歌う１年生の姿を見

て、全校から自然と笑顔や拍手が生まれた素敵な歓迎集会

になりました。 

 

もみまき集会を行いました 

５月１６日（金）に、１・２年生を中心にもみまき集会を行

いました。水城西小学校の米作りの活動はもみまきから始ま

ります。小さな小さなもみを１・２年生が丁寧にまき、しっかり

水をあげます。最後にもち米を収穫してもちつきできるまでに

成長するもみを一粒一粒大切に扱いながらもみまきをする

姿が見られました。また、１年生と２年生でグループを作って

のもみまきだったため、昨年経験した２年生が１年生に優しく

声をかける様子や、手伝いに来てくれた地域や保護者の皆様と関わる様子があり、もみまきを通して子ど

もと子ども、子どもと地域や家庭がつながることができる行事となりました。お手伝いいただいた地域や保

護者の皆様、本当にありがとうございました。 

 

運動会の練習頑張ってます！！  

５月２４日（土）に実施される第５４回運動会に向けて、子どもたちは毎日の練習をがんばっていま

す。気温が上がり疲れている様子もありますが、しっかり動き、大きな声を出して練習しています。 

今年の運動会のスローガンは「ツナグ～心を一つに！届け想い～」です。水城西小学校の今年の

重点目標である「自分の考えをもち、表現し、他者とつながり合う子どもの育成」の達成に向けて、体

育委員会の子どもたちが中心になって考えてくれました。当日来ていただいた地域や保護者の方に対

して、どんな想いを届けるのか、みんなで心を一つにするには何が大切か考えながら練習を重ねている

ところです。当日は、子どもたち練習の成果を是非ご覧いただき、大きな拍手をいただけると子どもた

ちの励みになると思います。ご来校、お待ちしております！！  



６月の主な行事予定 

２日（月） 

全校集会  

ＪＲＣ加盟登録式  

スクールカウンセラー来校  

１３日（金）  
クラブ活動  

スクールカウンセラー来校  

１８日（水）  
内科検診 2・4・5 年  

※木曜時制  ３日（火） 引渡し訓練  

４日（水） 内科検診 1・3・6 年  

※木曜時制  １９日（木）  

平和学習（福岡大空襲）  

まほろばﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ（６年）  

※水曜時制  ５日（木） 耳鼻科検診 4・5・6 年  

※水曜時制  ２０日（金）  田植え  

６日（金） 委員会活動  

租税教室（６年）  

すくすく号来校  

２３日（月）  
読み聞かせ 1・4・5 年  

車いす体験（４年）  

２４日（火）  
２４（にしの日）あいさつ運動  

５年生自然教室～２５日（水） １０日（火） 福岡県学力調査（５年）  

登校班班長会  
２７日（金）  

代表委員会  

田植え予備日  １１日（水） 新入生学校見学会  

１２日（木） 歯科検診 1・3・6 年  ３０日（月）  PTA 救急救命講習  

 

「いじめ防止基本方針」について 

 

７月の主な行事予定 
１日（火） 社会科見学（４年）  １１日（金）  クラブ活動  

２日（水） 
学校運営協議会  

歯磨き指導（３年）  

１４日（月）  読み聞かせ 1・3・6 年  

１８日（金）  全校朝会（前期前半終了）  

４日（金） 委員会活動  ２３日（水）～２９日（火）  

       個人懇談（午前）  ８日（火） 登校班班長会  

歯磨き指導（３年）  １９日（土）～８月２４日（日）  

夏季休業  ９日（水） 国立博物館ツアーズ（６年） 

  

水城西小学校では、「いじめ防止基本方針」を策定し、国が定めた「いじめ防止対策基本法」に沿

って、いじめの問題に対して取り組むべき事柄を明確にしています。「いじめ」とは、「当該児童と一定の

人間関係にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む）であって、当該児童が心身の苦痛を感じているもの」と定義されています。この定

義によると、相手の言動等に対して嫌な思いをした場合は、い

じめが発生したと捉えられます。学校では、重大ないじめに発

展させないために、小さなトラブルを丁寧に対応しています。

いじめの状況や深刻度合いによっては、教育委員会や児童

相談所、警察等の関係機関と連携をとることも義務付けられ

ていますので、ご理解、ご協力をお願いします。なお、「いじめ

防止基本方針」については、水城西小学校のホームページに

も公開しています。 


